
（注６）指定正味財産の区分について

　寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されて
いる場合には、当該受け入れた資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載するものとす
る。また、当期中に当該寄付によって受け入れた資産の額は、正味財産増減計算書における指定正味
財産増減の部に記載するものとする。
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